
ガバナンス・コンプライアンス整備に向けた基本規程 

 
（前⽂） 

特定⾮営利活動法⼈アイダオ（以下「この法⼈」という。）は、ガバナンス・コンプライ
アンス整備に向けて次の基本的事項を定め、この法⼈のすべての役職員は、これを遵守する
ものとする。 
 

第１章 情報公開に関する規程 
 
（情報の公開） 
第１条  この法⼈は、次に掲げる書類を事務所に備え置き、正当な理由を有する者に対し、

閲覧させるものとする。 
(1) 定款 
(2) 事業計画、収⽀予算（当該年度のもの） 
(3) 過去５年間の事業報告、貸借対照表及び活動計算書、財産⽬録 
(4) 理事会及び社員総会の議事録 

 
第２章 ⽂書管理に関する規程 

 
（決裁⼿続） 
第２条 ⽂書の起案は、各部において⾏い、起案した⽂書は、決裁権者の決裁を受けるもの

とする。 
 
（⽂書の整理・保管） 
第３条 ⽂書の整理及び保管は、原則として当該⽂書に係る業務を⾏う部において⾏う。 
 
（保存期間） 
第４条 ⽂書の保存期間は、永久、１０年、５年、３年⼜は１年のいずれかと原則して、部

⻑は、適宜、その期間を指定する。ただし、関係法規により保存期間が定められているも
のは、少なくとも当該保存期間、保存しなければならない。 

２ 前項の保存期間は、当該法⼈⽂書の処理が完了した事業年度の翌事業年度から起算す
る。 

 
第３章 リスク管理に関する規程 

 



（具体的リスク発⽣時の対応） 
第５条 この章において「具体的リスク」とは、不祥事の発⽣、この法⼈に関する誤った情

報の流布、財政の悪化、法⼈内部の係争、外部からの侵害、⾃然災害の発⽣その他の要因
⼜は原因の如何を問わず、上記の損失⼜は不利益の発⽣の具体的可能性を伴うすべての
事象をいう。 

２ 役職員は、具体的リスクの発⽣を認知した場合には、これに伴い⽣じるこの法⼈の物理
的、経済的⼜は信⽤上の損失⼜は不利益を最⼩化するため、必要と認められる範囲内で、
⼗分な注意をもって初期対応を⾏う。この場合において役職員は、当該具体的リスクに起
因する別の具体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ず
る。 

３ 職員は、具体的リスクの発⽣を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をする
とともに、その後の処理については関係部と協議を⾏い、上位者の指⽰に従う。 

４ 役員は、具体的リスクの発⽣を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び指⽰を
するとともに、その後の処理について関係部と協議を⾏い、適切にこれを処理する。 

 
（緊急事態） 
第 6 条 この章において「緊急事態」とは、⾃然災害、事故、インフルエンザ等の感染症、

犯罪、機密情報の漏えいや情報システムへの不正アクセスその他これらに準じる法⼈運
営上の緊急事態によって、この法⼈、この法⼈の事業所⼜は役職員に急迫の事態が⽣じ、
⼜は⽣じるおそれがあり、この法⼈を挙げた対応が必要である場合をいう。 

２ 緊急事態の発⽣時においては、当該緊急事態の対応を⾏う部は、概ね次の順序により対
応することを基本とする。 
(1) ⽣命及び⾝体の安全を図ること。 
(2) 被害状況を把握すること。 
(3) 必要に応じて、官公署に連絡等を⾏うこと。 
(4) 更なる被害の発⽣及び再発の防⽌を図ること。 

 
 
（附則） 
附則１ この規程は、令和 5 年３⽉ 10 ⽇から施⾏する。（令和 5 年３⽉ 10 ⽇理事会議決） 
 

以上 
 


